
 

平成 29年度 福祉部 重点施策・事業の進捗状況 

 

（１）地域福祉の推進 

目標 

あらゆる世代の人が健やかに生きがいを持って暮らせるまちづくりを進めるために、

多様化・複雑化する生活課題を抱える人への支援体制の充実や環境整備、不足する地

域福祉活動の担い手の育成支援など、地域福祉の推進に取り組みます。 

取り

組み 

地域福祉計画（第 3期）に基づき、地域福祉課題の把握に向けた取り組みを行うとと

もに、計画の進行管理を行います。 

 

9月末の 

進捗状況 

【○】 

平成 29年 7月 28日に地域福祉専門分科会を開催し、平成 28年度の地域福祉

計画関連事業の実施状況等について報告した。また、平成 27年 3月策定の｢枚

方市地域福祉計画（第 3期）」の進行管理を行うため、地域福祉にかかるセミ

ナーを社会福祉協議会と連携して年度内に開催する予定である。 

 

 

（２）臨時福祉給付金（経済対策分）の円滑な支給 

目標 

臨時福祉給付金（経済対策分）は、社会全体の所得の底上げに寄与することを目的に、

平成 29年 4月から平成 31年 9月までの 2年半分、支給対象者一人当たり 1万 5千円

が支給されます。この給付金について、支給対象見込み者への周知に努めるとともに、

円滑かつ迅速な支給事務を行います。 

取り

組み 

給付金の支給対象者や支給額、申請期間等について市民に分かりやすく案内するとと

もに、あわせて、校区コミュニティ協議会や民生委員児童委員協議会などの関係機関

への情報提供と周知のための協力依頼を行い、申請率の向上に努めます。  
9月末の 

進捗状況 

【○】 

臨時福祉給付金（経済対策分）は、平成 29年 4月 10日から平成 29年 10月

10日まで申請を受け付けており、申請率は、平成 29年 9月末時点で 80.6%と

なっている。   
（３）保護受給者の自立促進 

目標 

稼働能力を有しながら様々な要因により就労に至っていない保護受給者に対して、就

労意欲の喚起やきめ細かな助言・指導を行い、就労に結びつけることで自立を促進し

ていきます。また、就労に向けた準備が整っていない保護受給者に対しては、日常生

活自立、社会的自立に向けた支援を行います。 

取り

組み 

就労準備支援事業や就労支援事業への参加促進を図るとともに、ハローワーク常設窓

口等とも連携し、各段階におけるきめ細やかで重層的な支援を提供することで、自立

を支援します。 



 

平成 29年度当初予算：25,159千円 

 

9月末の 

進捗状況 

【○】 

就労支援事業の参加者数（9月末時点）123名 うち就職決定者 77名 

就労準備支援事業の参加者数（9月末時点）41名 うち就職決定者 4名 

ハローワーク常設窓口とも連携して、自立に向けた支援を行った。 

 

 

（４）日中一時支援事業の拡充 

目標 

障害者（児）の日中活動の場を確保するとともに、家族の就労支援や一時的な休息を

目的とする日中一時支援事業について、平成 29 年度より対象年齢の拡大、事業報酬

制度等の見直しを行い、利用促進を図ります。 

取り

組み 

平成 29年度から、報酬単価の見直しを行うほか、小学 1年生から利用できるよう対象

年齢を拡大、また、これまでの指定障害福祉サービス事業所のほか、指定障害児通所

支援事業者についても対象事業所要件に加え、新規参入事業者の促進を図ることによ

り、利用の要望が高かった 18歳以上の日中系事業所を利用する方の夕方の短時間の居

場所としても、日中一時支援事業を活用していただけるよう制度を整備します。 

平成 29年度当初予算：14,749千円  
9月末の 

進捗状況 

【○】 

前年度の当月末と比較し、延べ利用件数が約 350件増加しており、サービス

の利用が伸びている。また、これまでに市内 1事業者の新規参入があり、事

業所数も増えている。   
（５）障害者グループホームの安全対策（スプリンクラー等の設置助成） 

目標 

消防法の改正に伴い、平成 30年 3月までにスプリンクラー等の設備の設置が義務付け

られた事業所に対し、市の補助制度等を活用して期限内に整備を実施するよう促すと

ともに、関係機関に対して働きかけを行います。 

取り

組み 

施設整備が義務付けられたグループホームに対し、期限内に施設整備を行い、安全に

地域で暮らすことができるよう、平成 28 年度より市独自の補助事業を実施していま

す。平成 29年度末が設置期限となるため、大阪府が策定するガイドラインを基に事業

所、関係機関に対し働きかけを行っていきます。 

平成 29年度当初予算：4,800千円 

 

9月末の 

進捗状況 

【○】 

現時点で補助事業の利用申請はないが、関係機関に働きかけを行い、平成 29

年度末の設置期限に向け、整備を実施するよう促している。 

 

 



 

（６）枚方市障害福祉計画（第 5期）・枚方市障害児福祉計画（第 1期）の策定 

目標 

障害者総合支援法に基づく枚方市障害福祉計画（第 4期）が平成 29年度に終了するた

め、新たに枚方市障害福祉計画（第 5期）を策定するとともに、枚方市障害児福祉計

画（第 1期）を枚方市障害福祉計画と一体的に策定し、障害福祉施策の推進に努めま

す。 

取り

組み 

障害福祉サービス等の見込み量や整備の方向を定めた枚方市障害福祉計画（第 4期）

が平成 29年度に終了するため、新たに、平成 30年度から 3年間を計画期間とする枚

方市障害福祉計画（第 5期）を、ニーズ調査等も実施して策定します。また、障害児

のサービス提供体制の整備を計画的に行うため、枚方市障害児福祉計画（第 1期）を

枚方市障害福祉計画（第 5期）と一体的に策定します。 

平成 29年度当初予算：4,800千円  
9月末の 

進捗状況 

【○】 

当事者等に対するアンケート調査を実施したほか、枚方市社会福祉審議会 

障害福祉専門分科会を開催し、専門的な見地から意見を聴取する等、枚方市

障害福祉計画（第 5期）及び枚方市障害児福祉計画（第 1期）の策定に向け、

審議を進めている。   
（７）精神障害者保健福祉手帳交付事務の権限移譲 

目標 
精神障害者保健福祉手帳について、市民の利便性の向上を図るため、大阪府より権限

移譲を受け、平成 29年 7月より本市で手帳の発行、交付を行います。 

取り

組み 

大阪府より、精神障害者保健福祉手帳交付事務の権限移譲を受け、平成 29年 7月より

本市で手帳の発行、交付を行います。診断書による手帳の等級判定は、従来通り大阪

府に依頼しますが、年金証書による手帳の等級判定は本市が年金事務所に直接照会し

手帳を発行することで、申請から交付までの期間を短縮し、市民の利便性の向上を図

ります。 

平成 29年度当初予算：6,802千円 

 

9月末の 

進捗状況 

【○】 

本年 7月の権限移譲後、現在までに計 463件（新規 107件、更新 343件、転

入 13件）の精神障害者保健福祉手帳を発行している。年金証書で申請した場

合、申請から発行まで、従来、2ヶ月程度時間を要していたが、権限移譲後は

1ヶ月半程度で手帳を発行している。また、同様に、紛失や転入による再発行

の場合においても、従来 1ヶ月程度期間を要していたのが、2週間程度で手帳

を発行できるため、同様に申請から交付までの期間が短縮している。 

 

 

 

 



 

（８）社会福祉法等の改正への的確な対応 

目標 

平成 29 年度の大幅な社会福祉法人制度改革や障害福祉サービスの省令改正に対して

的確に対応するとともに、平成 30年度に行われる介護保険事業及び障害福祉事業の報

酬改定に円滑な対応ができるよう、福祉関連法人への情報発信に取り組みます。また、

新たな制度内容を指導監督業務に反映させ、福祉施設等の適正な管理と安定的な運営

体制の確保につなげることで、福祉サービスの質の向上を図ります。 

取り

組み 

社会福祉法人制度の大幅改革による、法人運営における透明性の確保のための新たな

国のシステムや省令等に対応し、法人説明会など様々な媒体を通じて社会福祉法人等

への情報発信を行うとともに、介護保険・障害福祉サービス事業の報酬改定などに的

確に対応するため、国等からの情報収集に努めます。 

また、障害福祉サービスにおける新たな基準については、指導監査業務等に反映し、

事業者の適切なサービス提供につなげます。  
9月末の 

進捗状況 

【○】 

社会福祉法人・施設指導監査説明会や介護保険・障害福祉サービス事業者集

団指導を開催し、大幅な社会福祉法人制度改革や各サービスにおける指定基

準の改正などについて情報提供を行った。また、実地指導などを通じて個別

にも指導・助言を行っている。 

平成 30年度に行われる介護保険及び障害福祉の制度改正などに円滑な対応が

できるよう、国・府による説明会などにおいて情報収集に努め、適時ホーム

ページなどにより情報発信に取り組んでいる。  


